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★　早めの水分補給で熱中症対策を！
　　農作業は、外での作業が当然多くなります。
　　一人作業を極力避け、二人以上での作業を心懸けてください。熱中症の予防を呼びかけ
　合うことで、熱中症の発生を防ぐことができます。
　　【農林水産省ＨＰ（農作業中の熱中症に注意しましょう！）⇒
　 　http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/pdf/ri-furetto.pdf  】

★　梅雨の季節、ゲリラ豪雨等による被害に注意を！
　　ここ数年、これまでにない雨の降り方による被害が起きています。
　　雨の降り方により被害の種類も異なりますが、改めて地域毎作成されているハザードマ
  ップ等を確認し、避難できる安全な場所、ルートを確認しておきましょう。
　　【長野県ＨＰ（ハザードマップ）⇒
　　　　　 　http://www.pref.nagano.lg.jp/kasen/infra/kasen/bosai/hazard-map.html  】　

★　父の日のプレゼントは何にします？
　　今月の第３日曜日は父の日、世のお父さん方はプレゼントにどれくらい期待しているか
　は分かりませんが、バラなど花を選ばれる方もいると思います。いつも身の回りに花があ
　る暮らしは心の豊かさを感じます。
　　７月７～９日に「国際フラワーフォーラム」が松本市で開催されますが、国際フラワー
　フォーラム（ＨＰ）によると、花き産出額は平成10年をピークに大きく減少。世帯当たり
　の花の購入金額が減少し、特に若者層の「花離れ」が進んでいるとのことです。同フォー
　ラムは花の魅力に気付く良いチャンスかもしれません。
　　【国際フラワーフォーラムＨＰ　⇒　http://www.flower-forum2016.com/ 】
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★　新たな組織となって、各地域に出向くことが多くなりましたが、市町村等への訪問の際
　にはどうしても時間的調整等が必要となります。そのような時には、近隣の道の駅や農産
　物直売所に出向いて、どんな地元の農産物や加工品が販売されているかを見るようにして
　います。
　　長野県の道の駅や農産物直売所は、冬季は加工品が中心となりますが、これからの季節
　は野菜や果物などがとても豊富に出荷されます。特に果物は、季節の移りと同じように変
　化していき、秋の終わりまで切れ目なく楽しませて頂いています。
　　時折、直売所で物色？していると、「見栄えは悪いけど、甘くて美味しいよ」など、農
　家の方がお声をかけてくれます。
　　ほとんどの消費者は、生産者との直接のコンタクトなく農産物を購入していますが、直
　売所のいいところは新鮮さはもちろん、このように生産者の顔が少し見えるところだと思
　います。
　　皆さんも直売所等で生産者の方が陳列等をされていたら、「どのようにして食べれば美
　味しいですか？」などとお声をかけてみてはどうでしょうか？



     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野支局 地方参事官　松井 宏聡 
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★　第５回「農林水産省ＴＰＰ対策本部」の開催について            （平成28年５月18日）
　　　第５回農林水産省ＴＰＰ対策本部配布資料等が掲載されています。
　　【内容は、こちらから　⇒　
                          http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo02/160518.html  】
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★　平成28年産飼料用米、麦、大豆等の作付動向について（中間的な取組状況）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年５月17日）
　　　平成28年産飼料用米、麦、大豆等の作付動向について、平成28年４月末現在の中間的
　　な取組状況を取りまとめました。
　　【内容は、こちらから　⇒
               http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/s_taisaku/160517.html  】

★　農地転用許可権限等に係る指定市町村の指定について　　　　　　（平成28年６月１日）
　　　都道府県に代わり農地転用許可等の権限を行使する指定市町村の指定について、これ
　　までに21の市町（７県）から申請があり、これらの申請内容を審査した結果、いずれも
　　指定基準に適合すると認められることから、指定市町村として指定し、告示を行いまし
　　た。長野県内では飯田市が該当となっています。
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　  　　　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/160601.html  】

　　　　
★　野菜の生育状況及び価格見通し（平成28年６月）について　　　（平成28年５月31日）
　　【内容は、こちらから　⇒　http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai_zyukyu/ 】

★　平成27年産花きの作付（収穫）面積及び出荷量  　　　　　　　（平成28年５月17日）
　切り花
    全　国の作付面積 14,830ha（対前年比 98％）出荷量 3,880,000千本（対前年比 98％）
　　長野県の作付面積    616ha（対前年比 99％）出荷量   174,600千本（対前年比 99％）
　鉢もの類
    全　国の収穫面積 173,700a（対前年比 98％）出荷量 　229,600千鉢（対前年比 98％）
　　長野県の収穫面積   6,590a（対前年比100％）出荷量     7,870千鉢（対前年比 96％）
　　【内容は、こちらから　⇒  
        http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kaki/index.html#y  】

★　平成27年産りんごの結果樹面積、収穫量及び出荷量 　　　　　　（平成28年５月17日）
    全　国の結果樹面積 37,000ha（対前年比100％） 出荷量727,700t（対前年比100％）
　　長野県の結果樹面積  7,630ha（対前年比100％） 出荷量139,000t（対前年比 97％）
    青森県の結果樹面積 20,000ha（対前年比100％） 出荷量427,300t（対前年比101％）
　　【内容は、こちらから　⇒
   http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html#y1302  】

★　米に関するマンスリーレポート(平成28年５号)の掲載について　（平成28年５月10日）
　　コメ農家さん必見!!　お米に関する情報が満載です。
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/mr.html  】

★　新たな「森林・林業基本計画」が閣議決定されました。　　　　　（平成28年５月24日）
　　森林・林業基本計画は、森林・林業基本法（昭和39年法律第161号）第11条の規定に基づ
　き、森林の有する多面的機能の発揮及び林業の持続的かつ健全な発展に向け、森林及び林業
　に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定するものであり、おおむね５年ご
　とに見直すこととされています。
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/160524_1.html 】



★　「平成27年度食料・農業・農村白書」の公表について 　　　　　（平成28年５月17日）
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　   　  　http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo04/160517.html 】

★　「平成27年度森林・林業白書」の公表について 　　　　　　　　（平成28年５月17日）
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　        　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/160517.html 】

★　「平成27年度食育白書」の公表について 　　　　　　　　　　　（平成28年５月17日）
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　            http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/johokan/160517.html 】
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★　「農林水産業の輸出力強化戦略」関東ブロック説明会の開催及び参加者の募集について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年５月24日）
　　　平成28年５月19日の農林水産業・地域の活力創造本部にて、「農林水産業の輸出力強
　　化戦略」が取りまとめられましたので、内閣官房と農林水産省が共同で関東ブロック説
　　明会を開催いたします。
　　　なお、説明会で使用する資料については、後日農林水産省、内閣官房のホームページ
　　にて公開いたします。
　　　※申込締切：平成28年６月６日(月曜日)17時00分(必着)
　　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　関東農政局　　http://www.maff.go.jp/kanto/press/keiei/renkei/160524.html  】

★　平成28年度 バイオマス産業都市の募集について                （平成28年５月18日）
　　　関係７府省が共同で取りまとめたバイオマス事業化戦略において、原料の収集・運搬
　　から、製造・利用までの経済性が確保された一貫システムを構築し、バイオマス産業を
　　軸とした環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指すバイオマス産業都市の構
　　築を推進することとなり、これまでに34地域（52市町村）をバイオマス産業都市として
　　選定しました。
　　　この度、平成28年度のバイオマス産業都市構想の提案を募集します。
　　　※募集期間：平成28年5月18日（水曜日）から7月8日（金曜日）17時00分（必着）まで
　　【内容は、こちらから　⇒  
                     　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bioi/160518.html 】　　

★　経営所得安定対策の加入期限は６月30日までとなっています。
    申請はお近くの地域再生協議会（市町村、ＪＡ）までお願いします。
　　【申請様式ダウンロードＨＰ　→
　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/keiei/h27_download.html　　
　　　経営所得安定対策ＨＰ　→
　　　　　　　　 　http://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/antei/keiei_antei.html
　　　経営所得安定対策等に関する相談窓口　→　
　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/keiei/toiawase.html 】

★　農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物を見直すに当たっての情報・意見募
　　集について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年5月31日）
　　　食品を通じて人の健康に悪影響を及ぼす可能性のある有害微生物について、優先度を
　　つけてリスク管理（各種情報の収集分析、食品中の実態の調査、低減対策の研究、汚染
　　低減の指針の作成・普及等）を進めています。
　　　この度、優先的にリスク管理を行う有害微生物を見直すに当たり、広く情報・意見を
　　募集します。
　　　※意見募集期間　平成28年５月31日（火曜日）から６月30日（木曜日）まで
　　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/seisaku/160531.html  】

★　米トレーサビリティ制度について
　　６月、７月は米トレーサビリティ制度の監視強化月間です。
    お米や米加工品は、米トレーサビリティ法により、業者間の取引等の記録の作成・保存、



　一般消費者までの産地情報の伝達が義務付けられています。
　　お米の流通に関する相談や疑わしい情報がありましたら、お近くの米穀流通監視相談窓
　口にお問い合わせください。
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　農林水産本省　→　http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/index.html  
　　　関東農政局　→
　　　　  　http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/keikaku/kome_toresa/index.html  】

★　６月は「食育月間」です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年５月30日）
　　食育推進基本計画では、国民運動として食育を推進するため、毎年６月を「食育月間」
　と定めています。
　　関東農政局の平成28年度の食育月間では、農林漁業体験や食に関する体験活動を通じ食
　に対する知識や理解を深めるとともに、そこから日頃の生活において、食べ物を無駄にし
　ない「もったいない」という精神を育む趣旨でセミナーを開催します。
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　関東農政局　平成28年度 食育月間セミナーの開催について　→
　　　　　　 　　http://www.maff.go.jp/kanto/press/syo_an/seikatsu/160519_1.html 
　　　関東農政局　食育ひろば　→　
　　　　　　　 　http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/index.html 】　　

★　「第11回食育推進全国大会 in ふくしま」について（平成28年６月11・12日）
　　食育月間の中核的行事として、食育に関する理解と関心を深め、国民の健全な食生活と
  豊かな人間形成に大きく寄与することを目的に開催されてきた「食育推進全国大会」。
　　本年度は、福島県において開催されます。
　　【内容は、こちらから　⇒　http://www.syokuiku2016.com/index.html 】

★　長野支局では農業施策に対するご意見・ご要望等を募集しています。 
　　些細なことでもかまいません。 
　　【メールによるご意見・ご要望はこちらから　⇒ 
　　　　　         　　　　　https://www.contact.maff.go.jp/kanto/form/b867.html  】 

★　農業者・消費者・行政関係者の皆さまからの、農政に関するご相談、事業や制度へのご
　質問などを受け付ける『地方参事官ホットライン』開設中。
　　【ホットラインは、こちらから　⇒
　　　電話番号 026-233-2500
　　　Eメール　https://www.contact.maff.go.jp/kanto/form/b867.html  】 

---------------------------------------------------------------------------  
　　関東農政局　ホームページをご活用ください。 
　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/index.html

----------------------------------------------------------------------------  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◆ 　「信州と農政を結ぶ」へのご意見、ご要望などございましたら、お手数ですが 
　　　こちらのメールアドレスまでご連絡ください。 
　　　　　　　　　　　　　　　⇒　nagano_shikyoku@kanto.maff.go.jp

◆　　異動等に伴うメールアドレスの変更なども上記アドレスまでお願いします。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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